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都市計画運用指針の改正について 

 

今般、「平成 27年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成 27年 12月 22

日閣議決定）において「町村の都市計画の決定又は変更に係る都道府県知事への

同意を要する協議（19条３項（21条２項で準用する場合を含む。））については、

運用指針で定められた協議に当たっての留意事項の定着状況を踏まえ、都道府県

知事同意について、平成 30年までに、町村の自主性を尊重する観点に留意し、廃

止を含め、結論を得る」こととされたこと、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成 27 年法律第 50

号）（第５次一括法）により農地法（昭和 27年法律第 229号）が改正され平成 28

年４月１日から施行されること等に伴い、「都市計画運用指針（平成 12年 12月

28 日付け建設省都計発第 92 号建設省都市局長通知）」の一部を下記のとおり改

正したので通知する。 

 なお、都市計画運用指針は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の

４の規定に基づき行う技術的な助言の性格を有するものであり、各地方公共団体

におかれては、引き続き、今後の都市計画制度の運用に当たって、参考としてい

ただきたい。 

 都道府県におかれては、貴管内市町村（指定都市を除く。）に対して、本通知

を周知いただくようお願いする。 

なお、改正後の指針については、国土交通省のホームページに掲載されている

ので、適宜ご活用いただきたい。 

 

記 

 

 ・都市計画運用指針を別添のとおり改正する。 

 

以上 


